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仮説吟味学習による社会科授業づくりの方法

Ⅰ　社会科授業づくりの現状と問題

　現在、学校現場における社会科授業には、以下４点の

問題が存在する。

（１）「できる限り詳しく知る」という常識的社会認識
　社会科授業において教師は、「できる限り詳しく」教

えようとする傾向がある。例えば、小学校第６学年の歴

史学習では、教師は、子どもが歴史上の人物の行為を共

感的に理解できるように、教材化した人物の置かれた状

況や願い、そして行為の内容を詳しく学ばせようとする。

また、第５学年の産業学習では、働く人々の工夫や努力

を詳しく学ばせようとする。こういった授業では、子ど

もたちが「できる限り詳しく知る」ことが目指され、教

材過剰を招くこととなっている。これは常識的な社会認

識といわざるを得ず、子どもの社会科嫌いを招く一因と

なっている。

（２）態度主義
　子どもに「できる限り詳しく」知らせようとしても、

無限の内容を扱うことはできないため、内容選択が必要

となる。現行の平成 20 年版学習指導要領では、「地域社

会に対する誇りと愛情を育てるとともに我が国の国土と

歴史に対する理解と愛情を育てることをねらいとしてい

る」１と記述されているように、態度形成が目指される。

つまり、授業づくりでは、ここで目指される態度を形成

するにふさわしい内容が選択されるのである。これは、

態度主義ということができ、次期学習指導要領でも同様

である２。

（３）形式主義
　現行の学習指導要領でも次期学習指導要領でも、思考

力・判断力・表現力の育成が重視されている。これらの

能力育成は、学習問題に対する仮説の設定および吟味・

検証の過程で図られる。しかしこれまでの授業実践では、

仮説の設定や吟味・検証過程は、形式にとどまり、実際

には教師より指示された資料の読み取りにとどまってい

る。それは、かつて学習指導要領において「調べる活動」

が重視されたことが一因であろうが、今や子どもの主体

的な仮説吟味過程がほとんどみられない。

（４）活動主義
　最近、公開授業研究会の指導案をみても、実際に参観

しても話し合い活動が多く、特に中学校の授業でその傾
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本稿では、平成29年告示の小学校学習指導要領社会の分析を通して、仮説吟味学習がアクティブ・ラーニングの視

点に立った授業改善に資するものであることを、以下５点より明らかにした。①次期学習指導要領で求められる社会

科授業像は、「急激に変動する社会の在り方や社会が抱える課題に対して、合理的な判断を行い、より多くの他者が

合意してくれるであろう「市民としての行動」を選択できるようになるために必要な社会認識を形成する授業」であ
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る授業づくりは、「リアルで知的好奇心を喚起する教材」「身近な教材」「社会諸科学の研究成果によって裏付けられ

ている教材」を選択することによって実現できること。⑤仮説吟味学習の学習過程には、「「個別の事実へ降りる探求」
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向が顕著である。それは、現行学習指導要領で「言語活

動の充実」が図られていることが原因であろう。公開授

業時間の大半が、話し合う活動やグループの意見をまと

める活動、発表する活動で占められ、子どもの活動の意

図が曖昧であることが多い。

　さて、次期学習指導要領が平成 29 年に告示され、「主

体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（ア

クティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）が求め

られている３。ただし、学校現場では、「主体的・対話

的で深い学びとは、何か」「授業改善は、具体的にはど

のように進めればよいのか」そして「教材過剰や能力を

十分育成しない形式主義・活動主義」等、課題を抱えて

いる。そこで、かねてより筆者が提唱する仮説吟味学習

がこういった課題をどのように解決することができるの

か、具体的な授業づくりの重要項目を示したい。

Ⅱ　求められる新社会科授業像

　１　次期学習指導要領で求められる社会科授業像
　次期学習指導要領の「解説　社会編」の「社会科、地

理歴史科、公民科の改善の基本方針及び具体的な改善事

項」（以下、「改善の基本方針及び具体的な改善事項」と

略記）の第一項には、以下のように記されている４。

　社会科、地理歴史科、公民科では、社会との関わり

を意識して課題を追究したり解決したりする活動を充

実し、知識や思考力等を基盤として社会の在り方や人

間としての生き方について選択・判断する力、自国の

動向とグローバルな動向を横断的・相互的に捉えて現

代的な諸課題を歴史的に考察する力、持続可能な社会

づくりの観点から地球規模の諸課題や地域課題を解決

しようとする態度など、国家及び社会の形成者として

必要な資質・能力を育んでいくことが求められる。

　この記述から、社会科が育成するべき「国家及び社会

の形成者として必要な資質・能力」と「学習活動」は、

以下のように整理できるだろう。

・社会の在り方や人間としての生き方について選択・

判断する力

・現代的な諸課題を歴史的に考察する力

・地球規模の諸課題や地域課題を解決しようとする態

度

  

社会との関わりを意識して課題を追究したり解決した

りする

図 1　社会科が育成するべき資質・能力と学習活動
　この図を見ると、社会科とは、「社会的課題を追究・

解決することを通して、判断・考察する能力とともに課

題解決の態度を身につける」教科であるといえる。振り

返ってみれば、そもそも社会科は、戦後、民主主義社会

の形成を担う人間を育成する中核教科として新設された

教科である。戦後 70 年経った今でも、民主主義社会の

形成者として必要な資質・能力の育成を担っていること

は変わらない。ただし、現代社会は急激に変動する社会

であり、今後ますます加速度的に変わっていくであろう。

そして、社会の在り方や様々な課題に対して一人ひとり

が自律的合理的に判断を行い、より多くの他者と合意形

成を図りながら行動することが求められる。その基盤と

なるものが、社会的な見方・考え方であり、言い換えれ

ば社会認識である。

　図２は、社会科がこれまでも、そしてこれからも育成

することが求められている公民的資質と社会認識との関

係を図式化したものである。後述するように、「改善の

基本方針及び具体的な改善事項」には、「個別の事実等

に関する知識」「概念等に関わる知識」といったキーワー

ドが何度も記述され、その獲得が求められている。前者

は、具体的で個別的な社会的事象・出来事を意味してお

り、それらを比較・関連付けることによって、汎用性の

ある概念または理論としての知識が獲得できる。この両

者を獲得することが事実認識であり、それらに基づいて

価値という知識を獲得することが価値認識である。この

両方の認識を合わせて「社会認識」とする。公民的資質

とは、「国家及び社会の形成者として必要な資質・能力」

であり、「市民としての行動」がとれることである。そ

れは、社会認識形成の上での合理的判断に基づいて行わ

れる。

　これまでの社会科では、公民的資質の直接的な育成、

すなわち「市民としての行動」を直接求めるものではな

く、以下の図２に示す小さな円で示した社会認識の形成

にとどまりがちであった。しかし、これからの社会科は、

図２の大きな円で示した合理的判断や「市民としての行

動」をも視野に入れた授業づくりが求められるだろう。

- 1 -
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図２ 公民的資質と社会認識との関係

価値（的知識） 価値（的知識）

学習問題
概念（等に関する知識） 概念（等に関する知識）

個別の事実（等に関する知識）
学習問題 個別の事実（等に関する知識）

図３ 個別の事実から積み上げる探求 図４ 個別の事実へ降りる探求１

学習問題
価値（的知識）

概念（等に関する知識）

個別の事実（等に関する知識）

図５ 個別の事実へ降りる探求２

表１ 「問いと答え」の関係からみる仮説吟味学習

答える 問う 教 師 子ども

教 師 講義学習 質疑応答学習

子ども 問答学習 仮説吟味学習

図２　公民的資質と社会認識との関係

国家及び社会の形成者として必要な資質・能力

学習活動
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仮説吟味学習による社会科授業づくりの方法

　したがって、次期学習指導要領で求められる社会科授

業像は、「急激に変動する社会の在り方や社会が抱える

課題に対して、合理的な判断を行い、より多くの他者が

合意してくれるであろう「市民としての行動」を選択で

きるようになるために必要な社会認識（社会的な見方・

考え方）を形成する授業」であるといえよう。

　２　「主体的・対話的で深い学び」とは何か
（１）「主体的な学び」とは何か
　「主体的な学び」については、「改善の基本方針及び具

体的な改善事項」に以下のように説明されている５。

　主体的な学びについては、児童生徒が学習課題を把

握しその解決への見通しを持つことが必要である。そ

のためには、単元などを通した学習過程の中で動機付

けや方向付けを重視するとともに、学習内容・活動に

応じた振り返りの場面を設定し、児童生徒の表現を促

すようにすることなどが重要である。

　「主体的な学び」については、これまでの研究成果に

おいて、「学習動機の主体性」「学習活動の主体性」「認

識の主体性」が明らかにされており６、ここでの説明は、

まさにこの３つに該当する。

　第１の「学習動機の主体性」については、「改善の基

本方針及び具体的な改善事項」の中で、「児童生徒が学

習課題を把握し」「動機付け（省略）を重視する」と説

明されている。つまり、ここでは子どもが自ら学ぼうと

すること、いわゆる内発的動機付けを重視することが指

摘される。具体的には、地域素材の教材化や身近な事例

の教材化が想定される。

　第２の「学習活動の主体性」については、ここでは、

「解決への見通しを持つことが必要である」「方向付けを

重視する」「児童生徒の表現を促す」と説明されている。

具体的には、子どもの現地調査や資料の読み取り、調査

結果のまとめや発表が想定される。

　第３の「認識の主体性」については、ここでは、「振

り返りの場面を設定」することが求められている。子ど

もは学習のはじめの段階で、既に社会的な見方・考え方、

換言すれば概念・理論や価値を持っている。ただしそれ

らは、生活経験やそれまでの学習で獲得したものであっ

て、誤りであったり曖昧なものであったりする。子ども

が学習を通して、自らの概念・価値の誤りや曖昧さに気

づき、「振り返りの場面」において、自ら修正するとと

もに新しく獲得した概念・価値を使うことができれば、

それはまさにアクティブ・ラーニングということができ

よう。

（２）「対話的な学び」とは何か
　「対話的な学び」については、「改善の基本方針及び具

体的な改善事項」に以下のように説明されている
７。

　対話的な学びについては、例えば、実社会で働く人々

が連携・協働して社会に見られる課題を解決している

姿を調べたり、実社会の人々の話を聞いたりする活動

の一層の充実が期待される。（筆者省略）

　「対話」というとこれまで、「教師と子どもの対話」「子

どもと子どもの対話」が常識的であろう。前者は、問答

学習とか質疑応答学習とかいうことができる。後者は、

いわゆる話し合い活動とか討論といえる。ただし、ここ

で注目したいのは、この記述内容によると「実社会で働

く人々の活動や課題」が教材となっており、子どもがそ

の教材と対話することが「期待される」という点である。

実際の多くの授業では、「教師と子どもの対話」にほと

んどの時間が割かれているのではないだろうか。教師が

正解を示して子どもがその理由を考え答える。または、

子どもが自らの考えを示して、教師が正解か否か答える。

このような「対話」からは新たな知識は生まれることは

なく、子どもは既に存在する「正解」を探り当てること

になる。こういった「正解を知っている教師」と「正解

を当てようとする子ども」によって構成される授業では

なく、子どもが教師の支援を受けながら真理、または新

たな知識を探求していく、いわば研究としての授業が目

指されるのである。子どもが教材に対して自らの疑問を

問いかけたり、教材に対して自らの新たな解釈をしたり

することが「真理の探求過程としての授業」では想定さ

れる。このような第３の「対話」すなわち「教材と子ど

もの対話」が期待されている。

（３）「深い学び」とは何か
　「深い学び」については、「改善の基本方針及び具体的

な改善事項」に以下のように説明されている
８。

　これらのことを踏まえるとともに、深い学びの実現

のためには、「社会的な見方・考え方」を用いた考察、

構想や、説明、議論等の学習活動が組み込まれた、課

題を追究したり解決したりする活動が不可欠である。

具体的には（筆者省略）主として用語・語句などを含

めた個別の事実等に関する知識のみならず、主として

社会的事象等の特色や意味、理論などを含めた社会の

中で汎用的に使うことのできる概念等に関わる知識を

獲得するように学習を設計することが求められる。（筆

者省略）

　「深い学び」は、知識とその獲得方法の２つに分ける

とわかりやすい。ここでは、知識は、「個別の事実等に

関する知識」と「概念等に関わる知識」が挙げられる。

前者は、時間・空間・相互関係などに着目した個別的事

象の事実を記述した命題であり、転移・応用はむずかし

い。例えば、「いくつかの組立工場を中心に部品工場が

集まり、工業が盛んな地域を形成している」といった知

識が挙げられる９。これは、愛知県豊田市のトヨタ自動

車組立工場周辺の工場配置を記述していると、推測され

る。ただしこの命題は、全国の工業地域に転移しようと
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するとむずかしい。後者は、社会的事象相互の関係など

を特色や意味、理論として説明した命題であり、転移・

応用いわゆる汎用的に使うことができる。例えば、「駅

の周囲は交通の結節点なので人が多いため商業施設が集

まっている」といった因果関係を説明した知識が挙げら

れる。この命題は、全国の商業施設が集まっている地域

の因果関係を説明する命題といえるのではないだろう

か。駅の周囲に限らず交通の結節点であれば多くの施設

が集まっている。例えば、全国各地で、高速道路と国道

など交通量の多い交通の結節点には、商業施設ばかりか

ホテルや物流拠点も集まる傾向がある。

　「個別の事実等に関する知識」を獲得するには、例え

ば「どのように広がっているのだろう」といった「どの

ような」発問で、調査や資料の読み取りといった方法を

とることが有効だろう。一方、「概念等に関わる知識」

を獲得するには、例えば「なぜこの場所に集まっている

のだろう」のような「なぜ」発問によって、「事実等に

関する知識」を比較したり、分類したり、関連付けたり

する方法をとることが、「改善の基本方針及び具体的な

改善事項」で示されている。

　なお、次期学習指導要領では、「選択・判断する力」

の育成を求めており、これは小学校社会科の教科目標に

も全学年の目標にも明記されている。中央教育審議会初

等中等教育分科会教育課程部会（平成 28 年 8 月 26 日）

の資料「別添３－５」を見ると、例えば「どのように続

けていくことがよいのだろう」という問いによって、「伝

統と文化は受け継ぐだけでなく時代に合わせ発展させて

いく必要がある」という価値的知識が獲得されることが

例示されている。以下に、例示されている知識を記載し

よう。（下線部は、本稿で取り上げた例示）

・いくつかの組立工場を中心に部品工場が集まり、工

業が盛んな地域を形成している

・駅の周囲は交通の結節点なので人が多いため商業施

設が集まっている

・国土の地理的位置や地形、台風などの自然条件に

よって気候は異なる

・祭りは地域の豊作や人々のまとまりへの願いから始

まった

・農作業は機械化により生産効率を向上させてきた

・伝統芸能は技や道具が継承されるとともに、多くの

人々に受け入れられて今に至っている

・地域の安全は、関係機関の未然防止と緊急対処に

よって守られている

・食料生産は私たちの食生活を支える役割を果たして

いる

・政治には国民生活の安定と向上を図る働きがある

・伝統と文化は受け継ぐだけでなく時代に合わせ発展

させていく必要がある

・世界の人々と共に生きるには、文化や考え方の違い

を認め合い、課題を解決しながら理解し合っていく

ことが大切である

　ここに示したように、資料「別添３－５」では、「小

学校社会」において「獲得する知識の例」として 11 例

が挙げられているが、そのうち前半の 9 例が「個別の事

実に関する知識」「概念に関わる知識」である。そして、

後半の 2 例が価値的知識である。したがって、「個別の

事実等に関する知識」「概念等に関わる知識」における

「等」とは、具体的には「個別の事実」や「概念」以外

の何を指しているのかといえば、「価値」なのだろうと

推測することができる。

（４）「主体的・対話的で深い学び」が目指すもの
　小学校現場では、「主体的な学び」「対話的な学び」は、

数多くの実践例がある。そこで今回の改訂では、「主体的・

対話的な学び」を通して、なおかつ「深い学び」を実現

することにこそ、ねらいがあるといえるだろう。すなわ

ち、「個別の事実等に関する知識」にとどまることなく、

「概念等に関わる知識」を獲得した子どもたちがそれら

を社会の中で汎用的に使うことができるように、「学習

を設計することが求められる」のである。

　３　次期学習指導要領における仮説吟味学習の意義
　筆者が提唱する仮説吟味学習は、「変動する社会」の

認識形成を図るための新しい学習論である。その定義と

特色、学習過程を、以下に紹介しよう 10。

〈定義〉

　子どもが教育内容に関わる自らの問題を設定するとと

もに、問題に対する根拠ある仮説を設定し、子ども自身

が、その正当性・合理性を個人の側と社会の側の両面か

ら吟味する過程を保障する学習論

〈特色〉

・個人を超えた社会システムそのものを認識対象とする。

・よりよいシステムはどのようなものなのか主体的創造的

に考えさせ、自他の考えをともに批判的に吟味させる。

・子ども自身が客観的事実から価値を選択し、より正し

いものを判断できるよう授業化する。

〈学習過程〉

第１パート：個人の側（視点）から仮説を設定する過程

第２パート：子どもの設定した仮説を社会システムの側

（視点）から吟味する過程

第３パート：仮説を修正・再設定する過程

　この学習論は、子どもが自ら問題を設定し、仮説を立

て、個人の側と社会の側の両面から吟味するものであり、

次期学習指導要領で重視する「主体的・対話的で深い学

び（アクティブ・ラーニング）」を実現するものである。

以下、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の

３観点より、仮説吟味学習の意義を明らかにしたい。

（１）「主体的な学び」の実現
　学習は、第１パートでの子どもの問題設定・仮説設定

から始まる。したがって、まず学習への動機付け、すな

わち「学習動機の主体性」が何よりも重要である。次い

で第２パートの仮説吟味過程では、子どもの調査活動や
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資料の読み取り、表現活動が活発に行われるため、「学

習活動の主体性」は十分保障される。さて、この学習論

では、まず第１パートで子ども自身が仮説を設定し、第

２パートの仮説吟味過程を経て、第３パートで自らの仮

説を修正・再設定する過程をとる。この学習過程は、「認

識の主体性」を保障するものであり、子どもが自らの仮

説理論の誤りや不十分さに気づき、修正することを目指

している。

（２）「対話的な学び」の実現
　第２パートでは、子どもたちはお互いの仮説を批判的

に吟味することとなる。「子どもと子どもの対話」を通

して、自らの仮説理論の誤りや不十分さを他者から指摘

された子どもは、教材との対話によって仮説理論を修正

するだろう。修正できない仮説は、排除されるしかない

のである。子どもの仮説は、個の視点から立てられる傾

向がある。そこで第２パートでは、教師より社会システ

ムの視点から吟味することができるように支援される必

要もある。したがって、第２パートでは、「教師と子ど

もの対話」もまた、重要な手立てといえる。

（３）「深い学び」の実現
　第２パートにおいて、教師より社会的事象の背後に存

在する社会システムや価値から、子どもの仮説を吟味す

るよう支援することが、子どもをより深い学びに導いて

いくことになる。教師の支援及び子ども相互の吟味に

よって、曖昧な仮説は修正・排除される。そうして、よ

り多くの子どもたちが納得できる仮説が、最終的に残り、

第３パートにおいて、個々の子どもは自らの仮説を修正・

再設定するのである。第２パートにおいて最終的に残っ

た仮説は、汎用的に使うことができる概念であったり、

社会が共有できる価値であったりする。つまり、第２パー

トおよび第３パートを経て、子どもは「概念等に関わる

知識」を獲得することができる。

　第２パートでは、子どもは、他者からの批判を受けて、

自らが立てた仮説を根拠付けることのできる新たな事実

を探したり、それまでの仮説を排除して新たな仮説を立て

直したりする。また、子どもは、自らの仮説を他者に理解

してもらおうと論理的に説明したりする。こういったこと

は、自らの仮説を冷静に見つめ直す第３パートでも起こり

得る。この「仮説を立てる」「他者へ説明する」という方

法は、アクティブ・ラーニングの「深い学び」そのもので

あることが研究成果として明らかにされている
11。

Ⅲ　仮説吟味学習による授業づくりを実現す
る方法

１　教材の選択
　仮説吟味学習による授業づくりを実現するためには、

無数に存在する社会的事象の中から教材を選択する基準

が必要となる。以下、「主体的・対話的で深い学び」の

視点より教材選択の基準を説明したい。

（１）「主体的な学び」を実現するリアルで、知的好奇心
を喚起する教材

　平成 27 年 6 月、公職選挙法が改正され、選挙権年齢

が 18 歳以上へと引き下げられた。そこで今、学校現場

では、授業において現実のリアルな社会的事象をも取り

扱い、子どもが有権者として自ら選択・判断する力を育

成することが、喫緊の課題である。若者の低い投票率を

問題視するならば、子どもにとって「今学んでいること

は、近い将来何の役に立つのか」といった見通しを持つ

ことができる授業でなければならないだろう。仮説吟味

学習は、子どもが問題を把握し、自ら仮説を設定するこ

とから始まる。したがって、社会的論争問題などリアル

な事象を取り上げ、知的好奇心を喚起する問いを設定す

ることができる教材選択が、まず求められる。

（２）「対話的な学び」を実現する身近な教材
　「改善の基本方針及び具体的な改善事項」において、「話

合いの指導が十分に行われず（筆者省略）内容が深まら

ないといった課題が指摘される」
12 とある。この記述は、

「対話」は、目的ではなく、「深い学び」を実現するため

の手段である、という指摘であろう。子どもが既有知識

を根拠にして、わかったつもりで仮説を説明しても、既

有知識を異にする他者にとっては必ずしもわかってもら

えないことは、よくあることだろう。よくわからないこ

とを相手に対して質問したり批判したりすることによっ

て、説明した本人が、実は自分は「よくわかってはいな

かった」ことが明らかになったり、論理的に納得しても

らえるには不十分であったりすることが自覚できる。そ

こで、さらに仮説をよりよいものへと修正していくこと

になるだろう。そのような過程が、より深い学びへと誘

うのである。したがって、「対話的な学び」を実現する

には、子どもの既有知識を引き出すような身近な教材、

すなわち既習内容や日常生活での経験と関わるような教

材であることが必要だろう。

（３）「深い学び」を支える社会諸科学の研究成果
　仮説吟味学習では、個の視点から設定された仮説を社

会の視点から吟味することを通して、「より多くの他者

が納得できる仮説」へと修正・再設定することを意図す

る。そのような仮説は、「汎用的に使うことのできる概念」

（「改善の基本方針及び具体的な改善事項」）に支えられ

たものであり、理論といってよいものである。そんな質

の高い仮説は、授業者が一人考え込んで思いつくもので

はない。

　「現実社会ではどのような問題が起きているのだろう

か」「その問題発生の原因は何か」「どのような解決策が

想定されるのか」といった問いに答えることのできる概

念・理論は、社会学や経済学、地理学など社会諸科学の

専門書や論文を読み、授業者が抽出することが求められ

る。そうすることによって、教材化できる具体的で、子

どもの知的好奇心を喚起するような事例も見つかるだろ

う。つまり、「深い学び」を実現するには、社会諸科学
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の研究成果に学ぶ必要がある。

２　学習過程の組織
　仮説吟味学習による授業づくりでは、どのように学習

過程を組織することが求められるだろうか。以下、「主

体的・対話的で深い学び」の視点より３点提案したい。

（１）「個別の事実へ降りる探求」を促す学習問題の設定
　仮説吟味学習でまず大切なのは、子どもが問いを持つ

ことであり、授業は子ども自身が「考えたい、調べたい」

という必要感に迫られる探求となることである。たとえ

教師の方から発問という形で子どもに問いを持たせたと

しても、子どもが必要感を持てば「学習問題」として成

立する。

　これまでよく見られる探求は、「個別の事実等に関す

る知識」を獲得し、さらにより多くの「個別の事実等に

関する知識」を獲得し、やがてそれらを関連付けて「概

念等に関する知識」の獲得を図る過程であろう。それは、

以下の図３「個別の事実から積み上げる探求」のように

図式化できるだろう。例えば、地域に昔から存在する商

店街を教材化した場合、「商店街のお店にはどのような

工夫があるのでしょうか」「お店の品物はどこから運ば

れてくるのでしょうか」等の学習問題によって、授業者

は子どもに数多くの「個別の事実等に関する知識」を獲

得させ、やがて「概念等に関する知識」を獲得させよう

とするのである。
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市民としての行動
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合理的判断
価 ↑
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社 識 価値（的知識）
会
認
識 事 概念（等に関する知識）

実
認
識 個別の事実（等に関する知識）

図２ 公民的資質と社会認識との関係

価値（的知識） 価値（的知識）

学習問題
概念（等に関する知識） 概念（等に関する知識）

個別の事実（等に関する知識）
学習問題 個別の事実（等に関する知識）

図３ 個別の事実から積み上げる探求 図４ 個別の事実へ降りる探求１

学習問題
価値（的知識）

概念（等に関する知識）

個別の事実（等に関する知識）

図５ 個別の事実へ降りる探求２

表１ 「問いと答え」の関係からみる仮説吟味学習

答える 問う 教 師 子ども

教 師 講義学習 質疑応答学習

子ども 問答学習 仮説吟味学習

図３　個別の事実から積み上げる探求
　一方、本稿で提案したい探求は、「個別の事実へ降り

る探求」である。その探求パターンには２種類有り、第

１のパターンは、概念の獲得を意図する問いを学習問題

として、子どもの必要感から個別の事実（等に関する知

識）の獲得過程へと探求させる、というものである。例

えば、学習問題「なぜ○○商店街では、やめている店が

多いのだろうか」によって因果関係（概念）を明らかに

するために、問い「この商店街にはどんな店があるのだ

ろうか」「この地域の人たちは、どこで買い物をするの

だろうか」によって個別の事実（等に関わる知識）を探

求させる、といった過程である。それはやがて、問い「こ

の商店街の人たちはどうすればよいのでしょうか」に

よって価値の探求へと至ることとなる。この探求過程は、

以下の図４「個別の事実へ降りる探求１」のように図式

化できるだろう。
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表１ 「問いと答え」の関係からみる仮説吟味学習

答える 問う 教 師 子ども

教 師 講義学習 質疑応答学習

子ども 問答学習 仮説吟味学習

図４　個別の事実へ降りる探求１
  「個別の事実へ降りる探求」第２のパターンは、子ど

もが価値判断・意思決定することを意図する問いを学習

問題として、子ども自身が必要感から概念（等に関する

知識）の獲得へ、さらには個別の事実（等に関する知識）

の獲得へと探求する、というものである。例えば、学習

問題「もし八百屋さんをするとしたら、どこに店を出す

だろうか」によって価値判断・意思決定を迫り、子ども

がその判断をする必要感に迫られて、問い「なぜ○○商

店街では、やめている店が多いのだろうか」の探求によっ

て因果関係（概念）を明らかにし、さらに問い「この商

店街にはどんな店があるのだろうか」によって個別の事

実（等に関する知識）を探求する、といった過程である。

そうして子どもは、商店立地についての意思決定をする 13。

この探求過程は、以下の図５「個別の事実へ降りる探求

２」のように図式化できるだろう 14。
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表１ 「問いと答え」の関係からみる仮説吟味学習

答える 問う 教 師 子ども

教 師 講義学習 質疑応答学習

子ども 問答学習 仮説吟味学習

図５　個別の事実へ降りる探求２
　「深い学び」は、いずれの探求過程であろうとも、子

どもが個別の事実（等に関する知識）の獲得にとどまる

のではなく、概念（等に関する知識）や価値（的知識）

をも獲得することによって実現する。ただし、図３のよ

うな探求では、教師の指導によってこそ、知識が積み上

げられるといえるだろう。一方、図４・図５のような子

どもが必要感に迫られる能動的な探求を実現するために

は、学習問題は、次項で説明するような「分析的な問い」

であったり、価値判断・意思決定を迫るものであったり

する必要があるだろう 15。

（２）分析的な問い＝中核発問の設定
　今後求められる社会科授業とは、「変動する社会にお

いて、社会的事象間の関係はどのようになっているのか、

そしてそこにはどのような問題が存在し、その原因はど

こにあるのか、について子どもがわかる。そして、より

よい社会を形成するにはどうすればよいのか、子どもが

考えることができる」そのような授業であろうと考えて
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いる。それは、「今の社会システムがわかり、将来の社

会システムを考えることができる授業」ともいえる。こ

のように社会システムに着目し、よりよい社会システム

を選択・判断できる資質・能力を育成する授業が仮説吟

味学習であり、次期学習指導要領が求める授業といって

もよい。

　学習問題を探求する過程で、子どもたちには数多くの

問いが生まれ、教師は数多くの発問をする。それらの中

で、授業において教師にとって最も重要な発問が中核発

問である。中核発問は、教師がこの授業でどうしてもわ

かって欲しい内容に直結する問いである。その問いは、

社会的事象相互の関係を相関的、因果的に把握させる問

い、すなわち分析的な問いであることが必要である。例

えば、「昔からの商業施設（商店）はどこにあるのか。

それはなぜか」「現在、昔からの商店街が危機的状況な

のはなぜか」「なぜ現在の商業施設は、郊外に集まって

いるのか」といった「なぜ」を中核とする問いが分析的

な問いである。分析的な問いは、変動する社会が抱える

問題を説明できる理論を子どもが探求することを可能と

する。この理論は、「概念等に関する知識」といえる。

次期学習指導要領では、子どもたちが「個別の事実等に

関する知識」の獲得にとどまるのではなく、「社会の中

で汎用的に使うことのできる概念等に関わる知識」を獲

得することを求めている。分析的な問いを中核発問とす

る仮説吟味学習は、教材過剰という問題を解決するとと

もに、「改善の基本方針及び具体的な改善事項」を実現

するものなのである。

　仮説吟味学習は、概念・理論を子どもが自ら獲得し、

これからの社会システムを考えることを意図する。例

えば、昔からの商店街が危機的状況にあるという問題

は、商店主個人の工夫・努力では説明がつかない。問題

の背景にある社会システムの変化がわかって初めて納得

できる問題である。社会システムとは、社会的事象の背

景に存在する因果関係や「社会の仕組み」であり、法や

制度、傾向性である。これら現状の社会システムがわか

れば、将来の望ましい社会システムを考えることもでき

る
16。このような資質能力は、将来子どもたちが社会へ

出て行っても汎用的に使うことのできる資質能力といえ

る。その育成のためには、分析的な問いが中核発問とな

ることが重要である。

（３）討論の組織
　次期学習指導要領において、「対話」は３種類、想定

されることを既に明らかにした。ただし、仮説吟味学習

による授業づくりにおいて最も重要な「対話」は、「子

どもと子どもの対話」である。それは言い換えれば「討

論」である。

　現行学習指導要領でも、次期学習指導要領でも育成が

重視されている思考力は、問いと答えの間に育成される。

以下の表１に示したように、大学や高等学校では、教師

が問い教師が答える「講義学習」の教育実践がほとんど

であろう。そして、中学校現場になると教師が問い子ど

もが答える「問答学習」が多くなり、小学校現場では、

それに加えて子どもが問い教師が答える「質疑応答学習」

も多くなる。さて、仮説吟味学習で理想とするのは、子

どもが問い子どもが答える、いわゆる「討論」である。

表１　「問いと答え」の関係からみる仮説吟味学習
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表１ 「問いと答え」の関係からみる仮説吟味学習

答える 問う 教 師 子ども

教 師 講義学習 質疑応答学習

子ども 問答学習 仮説吟味学習

　仮説吟味学習の第２パートでは、子どもが個の視点か

ら設定した仮説をお互いが質問し合ったり批判し合った

りして、社会システムの視点から吟味する。教師が支援

することによって仮説の修正を図ることはあるが、理想

は子ども相互の批判による排除・修正である。その過程

があればこそ、子どもは自ら「個別の事実へ降りていく

探求」を始める。

　「この仮説は本当か」「なぜそのような仮説となるのか」

「どのようにしてその事象は生起したのか」等、自らの

仮説を討論の過程で再度問い直し、他者の仮説をも問い

直す積極的な探求姿勢こそが科学的態度を育成する。他

者から批判された子どもは、非常に意欲的に自らの仮説

理論の根拠を確かめたり、他の事例から推論して自説を

補強したりする。子ども、中でも小学生は自説にこだわ

り、自説を補強する資料は収集するが、他説の検討には

消極的な傾向がある。そんな子どもたちに、自らに反対

する意見にも静かに耳を傾け、自らが間違っていればそ

れを素直に認め、より正しいと思われる仮説があれば、

それを受け入れるという態度を身につけさせたい。また、

同じ意見の仲間と協力して情報収集・立論し合意形成し

ようとする態度も必要だ。そのような「実践的態度・技能」

こそ、「改訂の基本方針」で目指される「よりよい社会

と幸福な人生の創り手となる力」
17 であろう。討論は、

教材として取り上げる社会的論争問題の解決や何らかの

正解を求めるわけではない。討論は、「生きる力」の育

成に欠かせない学習活動であると考えている。

Ⅳ　結論

　本研究では、平成 29 年に告示された小学校学習指導

要領社会の分析を通して、仮説吟味学習がアクティブ・

ラーニングの視点に立った授業改善に資するものである

ことを明らかにした。以下、具体的に５点述べる。

　第一に明らかになったことは、次期学習指導要領で求

められる社会科授業像である。それは、「急激に変動す

る社会の在り方や社会が抱える課題に対して、合理的な

判断を行い、より多くの他者が合意してくれるであろう

「市民としての行動」を選択できるようになるために必
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要な社会認識を形成する授業」である。

　第二に明らかになったことは、「主体的・対話的で深

い学び」の内容と、それが目指すものである。「主体的

な学び」とは、「学習動機の主体性」「学習活動の主体性」

「認識の主体性」であり、「対話的な学び」とは、「教師

と子どもの対話」「子どもと子どもの対話」「教材と子ど

もの対話」である。そしてそれら２つの学びを通して、「深

い学び」すなわち「概念等に関わる知識」の獲得が目指

されているのである。

　第三に明らかになったことは、「主体的・対話的で深

い学び（アクティブ・ラーニング）」は、仮説吟味学習

によって実現されるということである。

　第四に明らかになったことは、仮説吟味学習による授

業づくりは、「リアルで知的好奇心を喚起する教材」「身

近な教材」「社会諸科学の研究成果によって裏付けられ

ている教材」を選択することによって実現できることで

ある。

　第五に明らかになったことは、仮説吟味学習の学習過

程には、「「個別の事実へ降りる探求」を促す学習問題の

設定」「中核発問としての分析的な問いの設定」「討論の

組織」の具体化が重要であることである。
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